
 
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
二
十
一
号 

職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
広
島
県
規
則

第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
委
任
） 

第
三
条 

（
略
） 

職
員
の
範
囲 

機
関
等 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上

下
水
道
部
の
職
員 

（
略
） 

  

 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上
下
水
道
部
の
職
員
、

県
議
会
事
務
局
の
職
員
、
常
勤
の
監
査
委
員
及
び
監

査
委
員
事
務
局
の
職
員
並
び
に
常
勤
の
人
事
委
員
会

の
委
員
及
び
人
事
委
員
会
事
務
局
の
職
員
の
児
童
手

当
の
認
定
に
係
る
事
務
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
三
条 
（
略
） 

職
員
の
範
囲 

機
関
等 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上

下
水
道
部
の
職
員 

（
略
） 

病
院
事
業
の
管
理
者
及
び
病

院
事
業
局
の
職
員 
病
院
事
業
の
管
理
者 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上
下
水
道
部
の
職
員
、

病
院
事
業
の
管
理
者
及
び
病
院
事
業
局
の
職
員
、
県

議
会
事
務
局
の
職
員
、
常
勤
の
監
査
委
員
及
び
監
査

委
員
事
務
局
の
職
員
並
び
に
常
勤
の
人
事
委
員
会
の

委
員
及
び
人
事
委
員
会
事
務
局
の
職
員
の
児
童
手
当

の
認
定
に
係
る
事
務
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
知
事
の
同
意
を
得
て
任
免
す
べ
き
企
業
職
員
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

知
事
の
同
意
を
得
て
任
免
す
べ
き
企
業
職
員
等
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
広
島
県
規
則

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

  

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

第
一
条 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 
 

 

第
一
条 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

病
院
事
業
局
の
本
庁
の
事
務
部
長
及
び
課
長
並

び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職 

四 

病
院
事
業
局
の
病
院
の
院
長
、
副
院
長
、
事
務

局
長
、
事
務
長
、
次
長
、
課
長
、
室
長
（
医
療
情

報
室
及
び
地
域
連
携
・
社
会
相
談
室
の
室
長
に
限

る
。
）
及
び
参
事 



 
 

（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
七
年
広
島
県
規
則

第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 
後 

改 

正 

前 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者 

（
略
） 

  

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者 

（
略
） 

広
島
県
病
院
事
業
管
理
者 

広
島
県
病
院
事
業
管
理
者
が

任
命
す
る
職
員 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 

（
職
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

職
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
規
則
（
平
成
二
十
二
年
広
島
県
規

則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 
前 

 
 

 

（
委
任
） 

第
三
条 

（
略
） 

職
員
の
範
囲 

機
関
等 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上

下
水
道
部
の
職
員 

（
略
） 

  

 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上
下
水
道
部
の
職
員
、

県
議
会
事
務
局
の
職
員
、
常
勤
の
監
査
委
員
及
び
監

査
委
員
事
務
局
の
職
員
並
び
に
常
勤
の
人
事
委
員
会

の
委
員
及
び
人
事
委
員
会
事
務
局
の
職
員
の
子
ど
も

手
当
の
認
定
に
係
る
事
務
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
三
条 

（
略
） 

職
員
の
範
囲 

機
関
等 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上

下
水
道
部
の
職
員 

（
略
） 

病
院
事
業
の
管
理
者
及
び
病

院
事
業
局
の
職
員 

病
院
事
業
の
管
理
者 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上
下
水
道
部
の
職
員
、

病
院
事
業
の
管
理
者
及
び
病
院
事
業
局
の
職
員
、
県

議
会
事
務
局
の
職
員
、
常
勤
の
監
査
委
員
及
び
監
査

委
員
事
務
局
の
職
員
並
び
に
常
勤
の
人
事
委
員
会
の

委
員
及
び
人
事
委
員
会
事
務
局
の
職
員
の
子
ど
も
手

当
の
認
定
に
係
る
事
務
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
職
員
に
対
す

る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
職
員
に

対
す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
規
則
（
平
成
二
十
三
年
広
島
県
規
則
第
四
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

  

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う



に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
委
任
） 

第
三
条 

（
略
） 

職
員
の
範
囲 

機
関
等 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上

下
水
道
部
の
職
員 

（
略
） 

  

 

（
略
） 
（
略
） 

２ 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上
下
水
道
部
の
職
員
、

県
議
会
事
務
局
の
職
員
、
常
勤
の
監
査
委
員
及
び
監

査
委
員
事
務
局
の
職
員
並
び
に
常
勤
の
人
事
委
員
会

の
委
員
及
び
人
事
委
員
会
事
務
局
の
職
員
の
子
ど
も

手
当
の
認
定
に
係
る
事
務
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
三
条 

（
略
） 

職
員
の
範
囲 

機
関
等 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上

下
水
道
部
の
職
員 

（
略
） 

病
院
事
業
の
管
理
者
及
び
病

院
事
業
局
の
職
員 

病
院
事
業
の
管
理
者 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
上
下
水
道
部
の
職
員
、

病
院
事
業
の
管
理
者
及
び
病
院
事
業
局
の
職
員
、
県

議
会
事
務
局
の
職
員
、
常
勤
の
監
査
委
員
及
び
監
査

委
員
事
務
局
の
職
員
並
び
に
常
勤
の
人
事
委
員
会
の

委
員
及
び
人
事
委
員
会
事
務
局
の
職
員
の
子
ど
も
手

当
の
認
定
に
係
る
事
務
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部

改
正
） 

第
六
条 

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
（

平
成
二
十
八
年
広
島
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者 

（
略
） 

  

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者 

（
略
） 

広
島
県
病
院
事
業
管
理
者 

広
島
県
病
院
事
業
管
理
者
が

任
命
す
る
職
員 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 

（
広
島
県
予
算
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

広
島
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

局
長 

広
島
県
局
設
置
条
例
（
昭
和
二
十
九
年

 

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

局
長 

広
島
県
局
設
置
条
例
（
昭
和
二
十
九
年



広
島
県
条
例
第
五
十
四
号
）
に
定
め
る
局
及
び
危

機
管
理
監
の
長
、
会
計
管
理
者
、
土
地
造
成
事
業

の
管
理
者
の
権
限
を
行
う
知
事
、
公
営
企
業
の
管

理
者
、
教
育
長
、
人
事
委
員
会
事
務
局
長
、
警
察

本
部
長
、
労
働
委
員
会
事
務
局
長
、
監
査
委
員
事

務
局
長
並
び
に
議
会
事
務
局
長
を
い
う
。 

  

四―

七 

（
略
） 

 

（
支
出
負
担
行
為
整
理
簿
等
の
作
成
） 

第
二
十
三
条 

各
課
長
、
各
廨
長
、
土
地
造
成
事
業
の 

管
理
者
の
権
限
を
行
う
知
事
、
公
営
企
業
の
管
理
者
、 

教
育
長
、
人
事
委
員
会
事
務
局
長
、
警
察
本
部
長
、

労
働
委
員
会
事
務
局
長
、
監
査
委
員
事
務
局
長
及
び

議
会
事
務
局
長
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
支 

出
負
担
行
為
整
理
簿
を
設
け
て
予
算
の
執
行
状
況
を
、

別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
債
務
負
担
行
為
台
帳
を 

設
け
て
債
務
負
担
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。 

広
島
県
条
例
第
五
十
四
号
）
に
定
め
る
局
及
び
危

機
管
理
監
の
長
、
会
計
管
理
者
、
土
地
造
成
事
業

の
管
理
者
の
権
限
を
行
う
知
事
、
公
営
企
業
の
管

理
者
、
病
院
事
業
の
管
理
者
、
教
育
長
、
人
事
委

員
会
事
務
局
長
、
警
察
本
部
長
、
労
働
委
員
会
事

務
局
長
、
監
査
委
員
事
務
局
長
並
び
に
議
会
事
務

局
長
を
い
う
。 

 

四―

七 

（
略
） 

 

（
支
出
負
担
行
為
整
理
簿
等
の
作
成
） 

第
二
十
三
条 

各
課
長
、
各
廨
長
、
土
地
造
成
事
業
の 

管
理
者
の
権
限
を
行
う
知
事
、
公
営
企
業
の
管
理
者
、 

病
院
事
業
の
管
理
者
、
教
育
長
、
人
事
委
員
会
事
務

局
長
、
警
察
本
部
長
、
労
働
委
員
会
事
務
局
長
、
監

査
委
員
事
務
局
長
及
び
議
会
事
務
局
長
は
、
別
記
様

式
第
十
二
号
に
よ
る
支
出
負
担
行
為
整
理
簿
を
設
け

て
予
算
の
執
行
状
況
を
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ

る
債
務
負
担
行
為
台
帳
を
設
け
て
債
務
負
担
の
状
況

を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


